
広域型商業集積ゾーン広域型商業集積ゾーン

指 定 エ リ ア 四条河原町界わい
京都駅界わい

地域型商業集積ゾーン地域型商業集積ゾーン

地域型の商店街を中心に拠点性を持つ地
域（JR山科駅周辺，四条大宮周辺など）

近隣型商業育成ゾーン近隣型商業育成ゾーン

近隣型の商店街を中心とする地
域

特化型商業誘導ゾーン特化型商業誘導ゾーン

特化型の商店街を中心とする地
域（夷川通，嵐山地域など）

職住共存ゾーン職住共存ゾーン
生活環境保全・共生ゾーン生活環境保全・共生ゾーン 産 業 機 能 集 積 ゾ ー ン産 業 機 能 集 積 ゾ ー ン

特 　 　 徴

まち づ くり の
方　　　　　向

商 業 集 積 の
方 向

京都を代表する商業機能の高度
集積拠点として，都市間競争に負
けない魅力づくりのため，回遊性を
高めるとともに一層の集積を図る。

大型店と専門小売店の連携強化
による，地域ニーズにこたえること
ができる利便性の高い魅力ある商
業の集積を図る。

地域コミュニティの核として，地域
に根ざした近隣型商業の集積を
図る。

地域（京都）の特色を生かした専
門店の集積を図る。

大型店の誘導・
規 制の考え方

指 定 エ リ ア

住居系用途地域住居系用途地域 既成市街地内工業地域既成市街地内工業地域 郊 外 エリア郊 外 エリア既成市街地内準工業地域既成市街地内準工業地域 らくなん進都
（高度集積地区）
らくなん進都

（高度集積地区） 島 状 エ リ ア島 状 エ リ ア

特 　 　 徴

商 業 集 積 の
方 向

望ましい店舗面積
の上限の目安（　　　　　）

大型店の誘導・
規 制の考え方
望ましい店舗面積
の上限の目安（　　　　　）

特に定めない 特に定めないが，立地条件を考
慮した店舗面積（※注1）

市内外から集客しており，都市
間競争を担っている地域

都心にふさわしい，広域的な商
業・業務・文化などの機能向上
と，にぎわいと魅力ある都市環
境の市街地を形成する。

職と住とが調和
し，京町家など
魅力あるまちな
み景観が維持さ
れ，地域に密着
した商業が集積
している地域

特色ある商業や
伝統産業などと
居住機能とが一
体となった，職
住共存の市街地
を形成する。

多様な住環境が
形成されている
地域

中低層の住宅と
中小工場が混在
している地域

昭和30年代まで
の区画整理地区と
基盤未整備のまま
スプロールが進ん
だ地区があり，密
度の異なる市街地
が形成されている
地域

インフラ整備が
進み，産業及び
都市機能の集積
が更に進む可能
性を有した南部
創造を先導する
地域

国道などの幹線
道路以外は農地
を含む大規模な
空閑地が広がっ
ている地域

比較的古くから
操業する高密度
な 製 造 業 地 域
で，周囲は住宅
市街地に囲まれ
ている地域

生活環境に配慮
した，個性豊か
な住宅地を形成
する。

生活環境に配慮
しつつ，地域に
密着した商業機
能 の 向 上 を 図
る。

1,000㎡
ただし,幹線道路
（※注2）沿いは
3,000㎡

1,000㎡
ただし,幹線道路
（※注2）沿いは
3,000㎡

1,000㎡
ただし,幹線道路
（※注2）沿いは
3,000㎡

8,000㎡ （※注3） 3,000㎡ 3,000㎡

生活環境に配慮
しつつ，地域に
密着した商業機
能 の 向 上 を 図
る。

大規模な土地利
用の転換が行わ
れる場合は，周
辺環境に配慮し
た商業集積の形
成を図る。

地域環境に十分
配慮した，近代
産業と都市居住
の共存する住工
共生のまちづく
り

ものづくり機能
が立地し，持続
的な都市活力が
維持される住工
共生のまちづく
り

「らくなん進都（高度
集積地区）まちづくり
推進プログラム」を策
定し，豊かな自然・歴
史的環境と新しい活力
が調和した先端的創造
都市の形成を目指して
いる。

「らくなん進都（高度
集積地区）まちづくり
推進プログラム」に即
し，先端産業の集積に
合わせた商業施設の立
地を誘導する。

拠点地域への立
地を促進すると
ともに地域に密
着した商業振興
を図る。

周辺地域を勘案
した取組を進め
る。

工業，流通，業
務などの多様な
産業が集積し，
多様な都市機能
集積と計画的な
住宅市街地が共
存するまちづく
り

工場の転出など
に合わせて，快
適な住宅市街地
へと展開してい
くまちづくりや，
伝統的な職と住
とが共存するま
ちづくり

交通拠点などの利便性を生かし
た商業・業務・文化などの機能
の充実を図り，地域の中心とし
ての市街地を形成する。

居住機能と生活関連サービス機
能の向上を図り，生活利便性を
確保して暮らしやすい市街地を
形成する。

地域特性や特定の品目を扱う店
舗群などの集積特性を生かし,魅
力ある市街地を形成する。

1,000㎡
ただし，寺町通（四条通～高辻
通）,夷川通（烏丸通～寺町通）
及び七条通（千本通～七本松
通）沿いは3,000㎡

地域の中心として，利便性の高
い商業・業務機能の集積が見ら
れ，近隣居住者とともに，公共
交通機関を利用した来客がある
地域

近隣居住者を主な顧客とする最
寄品を扱う店舗などが集積する
地域

家具などを扱う店舗が集積する
地域や観光資源と密着して特定
の顧客を対象とする店舗が集積
する地域

ま ち づ くり の
方 向

ＡＡ ＢＢ Ａ Ｂ Ｃ ＤＡ Ｂ Ｃ Ｄ

都心商業地域（丸太町
通，河原町通，七条通，
堀川通の幹線街路沿
いの街区に囲まれた内
部地区）, 西陣地域など

住居系用途地域
（西京極地域など）

既成市街地内準
工業地域（唐橋
周辺など）

既成市街地内工
業地域（吉祥院
地域など）

東高瀬川，国道１
号，十条通，宇治川
で囲まれた地域

久世，淀地域など
の郊外エリア

住居系地域に点
在する工業系用
途地域（原谷な
ど）

京都の歴史・文
化に裏打ちされ
た豊富な地域ス
トックを活用し
た商業施設の立
地を図る。

その他の商業系地域　　上記ゾーン以外の地域で,都市計画において近隣商業地域又は商業地域に指定されている地域での店舗面積の上限は,3,000㎡を目安とする。

幹線道路とは,都市計画において商業地域など（第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域及び商業地域）に指定されている地域で,概ね幅員11ⅿ以上の道路をいう。
住居系（都市計画において第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域に指定されている地域）＝1,000㎡（ただし,幹線道路沿いは（※注2）3,000㎡）
商業系（都市計画において近隣商業地域,商業地域に指定されている地域）＝特に定めないが,立地条件を考慮した店舗面積

工業系（都市計画において工業地域,準工業地域に指定されている地域）＝8,000㎡

（※注2） 
ただし,一部の地域については立地条件を考慮し,望ましい店舗面積の上限の目安を8,000㎡とする。（※注1） 

（※注3） 

ただし,一部の地域については立地条件を考慮し,望ましい店舗面積の上限の目安を8,000㎡とする。

　京都市商業集積ガイドプランでは,商業集積の現状や地域の特性を考慮して，商業
とまちづくりの観点から市内を７種類のゾーンに分類し，ゾーンごとにまちづくり
と商業集積の方向を示すとともに，小売店を新たに設置する際の店舗面積の上限の
目安を示しています。＊店舗面積とは,販売に供する面積であり,バックヤードやトイレ等は含みません。

1,000㎡
ただし,幹線道路（※注2）沿いは
3,000㎡

京都市商業集積ガイドプラン
7つのゾーン




